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金
蔵
院
の
宗
旨
と
教
え

宗
旨

金
蔵
院
の
宗
旨
は
、
真
言
宗
智
山
派
で
す
。

真
言
宗
の
根
本
仏

真
言
宗
の
根
本
仏
は
、
大
宇
宙
の
真
理
を
あ
ら

わ
す
大
日
如
来
さ
ま
で
す
。

金
蔵
院
の
本
尊
さ
ま
は
、
こ
の
人
＝
如
米
さ
ま

の
別
徳
を
あ
ら
わ
す
阿
弥
陀
如
米
さ
ま
で
す
。

教
え
の
伝
承

真
言
宗
の
教
え
が
日
本
に
伝
承
さ
れ
た
の
は
、

今
か
ら
お
よ
そ

一、
八́
〇
余
年
前
、
弘
法
大
師
さ

ま
が
唐
の
国
に
渡
り
、唐
の
都
の
長
安
（現
在
の
西

安
）
の
青
龍
寺
で
、
真
言
密
教
第
七
祖
の
恵
果
阿

闇
梨
さ
ま
か
ら
、
真
言
密
教
の
奥
儀
を
授
け
ら
れ

た
こ
と
に
始
ま
り
ま
す
。

弘
法
人
師
さ
ま
は
、
大
同
元
年
（八
〇
六
）
に
、

在
膚
１
か
年
で
帰
同
さ
れ
、
翌
１
年
に
平
城
天
皇

に
謁
し
て
密
教
を
ひ
ろ
め
る
勅
許
を
い
た
だ
い
て

い
ま
す
。

弊
仁
九
年
（八

．
八
）、
高
野
山
に
金
剛
峯
寺
を

建
立
し
、
真
言
密
教
の
修
行
の
聖
地
と
し
、
さ
ら

に
弘
仁
―
四
年
（八
ｌ
ｉ
）、
京
都
の
東
寺
を
賜
っ

て
教
王
護
国
寺
と
改
め
、
密
教
根
本
道
場
と
し
て

真
言
宗
の
教
え
を
ひ
ろ
め
ま
し
た
。

教
え
の
中
心

弘
法
大
師
さ
ま
は

「
こ
の
法
は
即
ち
仏
の
心
、国
の
鎮
め
な
り
。
気

を
攘
い
祉
を
招
く
の
摩
尼
、
凡
を
脱
し
聖
に
入
る

の
塩
径
な
り
」

―
―
『性
霊
集
』巻
五
所
収
―
―

と
の
べ
て
お
ら
れ
ま
す
よ
う
に

如
実
知
自
心

（あ
り
の
ま
ま
の
自
心
を
知
る
こ
と
。
あ
り
の
ま

ま
の
姿
が
即
ち
仏
で
あ
る
）

常
慮
体
断
口
慇
一̈

（平
和
な
福
祉
国
家
の
建
設
）

即
身
成
仏

（誰
れ
も
が
仏
性
を
も

っ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
身

こ
の
ま
ま
が
仏
）

と
い
う
こ
と
で
す
。
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開
山
・
勝
覺
法
印

開
山
・
勝
覺
法
印
は
、
天
喜
五
年
（
．
０
五
七
）、

村
Ｌ
天
皇
（六
十
二
代
）の
後
裔
に
あ
た
る
．
左
大

臣

・
源
依
房
の
第
二
子
と
し
て
京
に
生
ま
れ
ま
し

た
。幼

い
頃
か
ら
資
性
柔
順
で
、
仏
門
を
慕
い
、
醍

醐
寺
座
主

・
定
賢
法
印
に
師
事
し
て
灌
項
を
受
け
、

応
徳
三
年
（
一
〇
八
六
）
六
月
、
定
賢
法
印
の
あ
と

を
受
け
て
、
醍
醐
寺
十
四
代
の
座
主
と
な
り
、
さ

ら
に
同
年
七
月
、
妻
楓
法
印
に
伝
法
灌
項
を
受
け

て
奥
旨
を
究
め
て
い
ま
す
。

寛
治
元
年
（
．
〇
八
七
）、
勝
覺
法
印
は
堀
河
天

皇
（
七
十
二
代
）の
勅
命
を
受
け
て
当
山
を
開
創
す

る
と
と
も
に
熊
野
三
社
人
権
現
を
創
建
し
、
当
山

を
そ
の
別
当
と
し
ま
し
た
。

勝
覺
法
印
は
、
嘉
保
ｉ
午
（
．
Ｃ
九
六
）
八
月
、

自
河
Ｌ
皇
御
落
飾
の
戒
師
と
な
っ
て
剃
髪
を
行
い
、

こ
の
こ
と
か
ら
「剃

手
法
眼
」
と
も
呼

ば
れ
て
い
ま
す
。

長
治
元
年

（
一

．
〇
四
）
、
東
大

寺
別
当
と
な
っ
た

勝
覺
法
印
は
、
翌

１
年
（
一
一
〇
五
）

―
二
月
、
範
俊
法

印
の
法
流
を
受
け
、

法畳務

永
久
三
年
（
一
一
一
五
）十

一
月
、
醍
醐
山
西
大
門

の
北
に

一
字
を
創
建
し
ま
し
た
。
こ
れ
が
三
宝
院

で
す
。

定
賢
法
印
、
義
範
法
印
、
範
俊
法
印
の
三
法
脈

に
ち
な
ん
で
三
宝
院
と
号
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い

ま
す
。

『伝
灯
広
録
中
』
『本
朝
高
僧
伝
』
に
よ
る
と
、
天

永
三
年
（
一
一
一
二
）
六
月
、
諸
国
が
早
魃
に
悩
ん

で
い
る
こ
と
を
知
っ
た
鳥
羽
天
皇
（七
十
四
代
）は

勅
命
を
勝
覺
法
印
に
下
し
、
神
泉
苑
で

「請
雨
経

法
」
を
厳
修
さ
せ
た
と
こ
ろ
、
四
Ｈ
日
に
降
雨
が

あ
っ
た
と
い
い
、
永
久
二
年
（
一
一
一
四
）
の
早
魃

の
お
り
に
も
勅
命
に
よ
っ
て
「請
雨
経
法
」を
修
し
、

こ
の
と
き
も
四
日
日
に
し
て
降
雨
が
あ

っ
た
と
記

し
て
い
ま
す
。

保
安
元
年
（
一
一
二
〇
）、
勝
覺
法
印
は
大
僧
都

に
任
ぜ
ら
れ
ま
し
た
。

醍
醐
寺
は
、
勝
覺
法
印
の
代
に
至
っ
て
山
上
山

下
の
伽
藍
が
整
備
さ
れ
、
そ
の
間
下
に
高
僧
が
続

出
し
て
醍
醐
三
宝
院
が
興
隆
し
ま
し
た
。
そ
の
隆

昌
は
曇
摯
（九
〇

一
～
二
二
）、
売
暖

（九
四
七
～

五
六
）
年
中
に
勝
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
勝
覺
法
印
は
醇
朴
を
愛
し
、
朝
廷
に
召
さ

れ
て
向
か
う
と
き
で
も
、
檜
の
笠
を
か
む
り
素
足

に
学
履
を
は
き
、
わ
ず
か
１
、
二
人
の
侍
憎
を
従

え
る
だ
け
で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
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金
蔵
院
の
歴
史

金
蔵
院
は
祉
鋸
虹
鵜
鍬
熟
暑
幸
と
号
し
、
意
浄

元
年
（
一
〇
八
七
）、
堀
河
天
皇
（七
十
三
代
）
の
命

を
受
け
た
勝
覺
法
印
（「開
山

・
勝
覺
法
印
」参
照
）

に
よ
っ
て
開
創
さ
れ
た
勅
願
寺
で
、
東
曼
茶
羅
寺

の
号
も
勅
許
に
よ
る
も
の
で
す
。

「抑
　
神
鏡
山
金
豪
院
ハ
人
皇
七
十
三
代
　
堀
河

帝
之
勅
願
寺
に
て
醍
醐
三
宝
院
富
勝
覺
大
僧
正
開

基
に
し
て
　
寛
治
年
中
御
草
創
　
黍
も
東
曼
茶
羅

寺
の
号
准
勅
御
許
容
こ
れ
あ
り
　
一
派
檀
林
の
随

一
也
」

―
―

『金
川
砂
子
』
―
―

か
つ
て
、
金
蔵
院
が
別
当
を
兼
ね
て
い
た
熊
野

三
社
大
権
現
（現
、熊
野

神
社
）
の
旧
記
に
よ
る

と
、
寛
治
元
年
六
月
十

七
日
に
勝
覺
法
印
が
、

結
偽
日
（和
歌
山
県
）
か

ら
熊
野
の
本
宮
・新
宮
・

那
智
の
三
社
を
勧
請
し
、

権
現
山
に
社
祠
を
創
建

し
た
と
記
し
て
い
ま
す
。

平
安
時
代
の
初
期
以

降
（七
八
二
～
）
の
神
仏

習
合
時
代
に
、
神
社
の

祭
祀
等
は
別
当
寺

（神

宮
寺
、
供
僧
寺
と
も
い

う
）
や
齢
嶽
儲
が
行
う
こ
と
が
神
社
古
来
の
伝
統

で
あ
り
、
金
蔵
院
の
開
創
も
熊
野
三
社
大
権
現
の

そ
れ
と
同
時
期
で
あ
っ
た
と
み
る
べ
き
で
し
よ
う
。

金
議
院
は
勝
覺
法
印
に
よ
っ
て
開
創
さ
れ
た
旧

刹
で
す
が
、
堀
河
天
皇
の
勅
命
を
受
け
た
勝
覺
法

印
が
東
国
へ
下
っ
た
と
い
う
史
実
的
な
確
証
は
な

く
、
勝
覺
法
印
の
命
を
蒙

っ
た
高
弟
の
一
人
が
当

地
に
赴
き
、
実
質
的
な
開
創
に
あ
た
っ
た
も
の
と

思
わ
れ
ま
す
。

金
議
院
の
資
料
に
よ
る
と
、
勝
覺
法
印
を
す
べ

て
「開
基
」
と
記
し
て
い
ま
す
。
開
基
に
は

「寺
院

を
開
創
す
る
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
僧
」
の
意
味
も

あ
り
ま
す
が
、
本
来
の
主
意
は

「も
の
こ
と
の
も

と
い
を
ひ
ら
く
」
こ
と
で
す
。

つ
ま
り
、
「金
蔵
院
の
基
は
、
勝
覺
法
印
に
よ
っ

て
ひ
ら
か
れ
た
」
と
い
う
の
で
す
。

師
の
憲
剛
法
印
か
ら
湖
椰
と
定
め
ら
れ
、
醍
醐

寺
十
四
世
と
な
っ
た
勝
覺
法
印
が
、
本
山
を
数
か

月
間
留
守
に
し
て
東
下
し
た
と
は
ま
ず
考
え
ら
れ

ま
せ
ん
。
「江
戸
名
所
図
会
」
に
は
勝
覺
法
印
の
東

下
説
が
載
せ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
ら
は
名
僧
、

高
僧
の
遺
徳
を
し
の
ぶ
伝
承
と
み
る
べ
き
で
し
ょ

う
。永

久
二
年
（
一
一
一
五
）十

一
月
二
十
五
日
、
勝

覺
法
印
は
、
醍
醐
寺
西
大
門
の
北
方
に

一
字
を
創

建
し
ま
し
た
。
こ
れ
が
三
宝
院
で
、
こ
の
時
か
ら
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金
裁
院
は
三
宝
院

と
本
木
関
係
を
結

び
、
直
末

寺

と
な

り
ま
し
た
。

勝
覺
法
印

が
、
定
賢
法
印
、
義
範

法
印
、
範
俊

法
印

の
三
法
脈
を
継
承
し
た

こ
と
か
ら
「
三
宝
院
」

と
号
し
た
と
伝
え
ら
れ
て

い
ま
す
。

治
承

四
年

（
一
一
八
〇
）
八
月
、
伊
豆

に
流

さ

れ

信
仰
と
周
辺
地
域
の
開
拓
は
密
接
な
関
わ
り
を

も
ち
、
こ
の
両
者
の
統
合
に
よ
っ
て
人
び
と
は
さ

ら
に
統
合
さ
れ
、
地
域
の
開
発
と
生
産
性
が
向
上

し
て
い
き
ま
し
た
。

慇
毒
二
年
（
一
三
二
五
）
、
南
北
朝
の
激
し
い
対

立
の
中
で
、
足
利
尊
氏
が
征
夷
大
将
軍
と
な
り
、

再
び
武
家
政
治
を
確
立

し
ま
す
。
こ
の
お
り
、

南
朝
側
も
新
田
義
貞
の

子
ら
が
中
心
と
な
っ
て

尊
氏
と
戦
い
ま
す
。
こ

の
合
戦
が
、
い
わ
ゆ
る

神
奈
川
の
合
戦
で
す
。

金
蔵
院
の
面
す
る
街

道
は
、
俗
に

「鎌
倉
道

下
の
道
」
と
よ
ば
れ
、

周
辺
地
域

一
帯
は
神
奈

川
湊
と
と
も
に
重
要
な

拠
点
と
な
っ
て
い
た
わ

け
で
す
。

足
利
幕
府

（室
町
幕

府
）
の
基
盤
が
確
立
す

る
と
、
神
奈
川
湊
は
、

品
川
湊
、
六
浦
湊
と
と
も
に
賑
わ
い
、
重
要
な
地

方
経
済
の
中
心
と
な
っ
て
行
き
ま
し
た
。
金
蔵
院

や
熊
野
三
社
大
権
現
に
寄
せ
る
人
び
と
の
信
仰
も

ま
す
ま
す
厚
く
な
っ
た
こ
と
と
推
察
さ
れ
ま
す
。

一
方
、
貨
幣
経
済
の
発
達
に
伴
っ
て
、
土
着
の

下
層
武
士
た
ち
の
力
が
強
ま
り
、
互
い
に
地
縁
的

て
い
な
曜
輯
戟
が
挙

兵
し
、
石
橋
山
の
合

戦
で
一
敗
し
ま
す
が

海
路
安
房
国

（千
葉

県
）
に
の
が
れ
、
三

浦
氏
、
千
葉
氏
を
は

じ
め
と
す
る
諸
将
の

助
力
を
得
て
鎌
倉
に

入
り
、
東
国
政
権
を

樹
立
し
ま
し
た
。
そ

の
お
り
頼
朝
が
熊
野

三
社
大
権
現
に
戦
勝

を
祈
願
し
、
金
蔵
院

の
住
職
が
秘
法
を
厳

修
し
た
と
伝
え
ら
れ

て
い
ま
す
。

鎌
倉
時
代
に
入
る

と
経
済
活
動
も
活
発
化
し
、
人
び
と
は
交
易
場
で

必
需
品
を
得
る
よ
う
に
な
り
、
こ
れ
に
伴
っ
て
神

奈
川
湊
が
賑
わ
い
、
金
蔵
院
も
寺
運
隆
昌
の
一
途

を
辿
っ
た
と
推
察
さ
れ
ま
す
。

金
蔵
院
が
鎌
倉
幕
府
の
祈
願
所
と
な
っ
た
の
も

こ
の
こ
ろ
の
こ
と
で
し
ょ
う
。
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に
結
合
し
て
力
を
蓄
え

て
い
き
ま
し
た
。
こ
れ

が
い
わ
ゆ
る
国
人
衆
で

地
域
性
に
富
む
小
さ
な

争
乱
が
続
出
し
ま
し
た
。

応
永
五
年

（
一
二
九

八
）、熊
野
三
社
大
権
現

が
山
賊
に
焼
か
れ
、
の

ち
に
車
祠
の
み
が
残
っ

た
と
の
旧
記
が
残
さ
れ

て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は

国
人
衆
ら
の
争
乱
に
よ

る
も
の
で
し
ょ
う
。

こ
の
こ
ろ
の
金
蔵
院

周
辺

一
帯
は
、
関
東
管

領
の
上
杉
氏
の
支
配
下

に
あ
り
ま
し
た
が
、
足

利
将
軍
と
鎌
倉
公
方
と

の
対
立
。
そ
れ
に
加
え

て
上
杉
氏
の
家
督
を
め

ぐ
る
争
い
や
、
管
領
職

を
め
ぐ
る
争
い
が
次
第

に
激
し
く
な
っ
て
い
き

ま
し
た
。

山
内
上
杉
氏
の
執
事

（家
老
職
）
が
長
尾
顕
忠
、

扇
谷
Ｌ
杉
氏
の
執
事
が

大
田
道
灌
で
、
互
い
に

対
立
し
ま
す
が
、
大
田

通
濯

は
続
率
力

に
も
す
ぐ
れ
国
人
衆

の
人

望
も
厚

く
、
次
第

に
勢
力
を
も

つ
よ
う

に
な

り
ま
す
。

長
禄

元
年

（
一
四
五
七
〓

大

田
道
灌

は
江
戸
城

を
築

き
、
金
議
院
周
辺

の
国
人
衆
を

配
下

に
お
き

勢
力
を
大
き
く
広

げ

て

い
き
ま
し
た
。

こ
の
大

田
道
灌

の
活
躍
と
時
を
同

し
く
し

て
、

真
言
宗

の
教
勢

が
関
東

に
広
ま

っ
て

い
き
ま
す
。

関
東
各

地

に
多
く

の
真
言
宗
寺
院

が
中
興
、
ま
た

は
開
創
さ
れ

て

い
ま
す
。

そ

の
拠
点

と
な

っ
た

の

が
金
蔵
院
と
二
会

寺

（港
北
区
鳥

山
）
で
す

。

延
徳
年
中

↑

四
八
九

，
九

一
）
か
ら
永
正
卜

六

年

（
´
五

．
九
）
に
か
け

て
式
宗
祖
弘
法
人

師

の
再

来
こ

と
尊
崇
さ
れ
た
印
融
法
印

が
、
拡
大

さ
れ
た

教
勢
を
さ

ら
に
確

固
と
し
た
も

の
に
し

て

い
き
ま

し
た
。

真
言
宗

の
関
東

に
お
け
る
檀
林

は
十

一
（寺
）
あ

り
、

こ
れ
を
俗

に
「
関
東
十

一
檀
林
」
と

い
い
ま
す

が
、

こ
の
十

．
檀
林

が
充
実
さ
れ
た

の
も
、
印
融

法
印

の
功
績

に
よ

る
と
伝
え
ら
れ

て

い
ま
す
。

金
疲
院

が
「
関
東

十

．
檀
林
」
の

一
つ
と
し

て
確

立
さ
れ
、
宗

勢
拡
大

に
大
き
く
貢
献
す

る

の
も

こ

の
こ
ろ
以
降

の
こ
と

で
、
学
寮

・
宝
蔵

坊

の
建
立

も

こ
の
頃

の
こ
と
と
推
察
さ
れ
ま
す

（十

八
頁

参

照

ヽ永
正
七
年

（
一
五

一
Ｃ‐
）
七
月
、
北
条

早
雲

と
手

を
結

ん
だ
上
杉

朝
良

の
家

臣

・
上

田
蔵
人

が
、
権

現
山

の
砦

に
立

て
籠

も

っ
て
Ｌ
杉

氏

に
叛
き
ま
し

た

が
、
十

日
ほ
ど

の
戦

い
で
敗

れ
、
熊

野
三
社
大

権
現

は
再

び
焼
失
し

て
し
ま

い
ま

し
た
。
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口
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密
教
伝
持
（伝
承
）
の
八
祖
像

当^
山
所
ｅ

熊
野
神
社
の

「由
緒

記
」
に
よ
る
と
「明
応
三

年
六
月
、
上
田
蔵
人
が

普
請
奉
行
と
な
り
、
宏

壮
な
る
社
殿
が
再
建
さ

れ
た
」
と
記
し
て
い
ま

す
。―．

田
蔵
人
が
奉
行
と

し
て
再
建
し
た
社
祠
が
、

上
出
蔵
人
が
権
現
山
の

砦
に
立
て
籠
も
っ
た
こ

と
に
よ
っ
て
、
再
び
灰

儘
と
帰
し
て
し
ま
っ
た

わ
け
で
す
。
転
変
す
る

戦
国
時
代
の
様
相
の
一

端
が
う
か
が
え
る
と
も

い
え
ま
し
よ
う
。

明
応
四
年

（
一
四
九

二
）
北
条
早
雲
が
小
田

原
城
に
入
り
、
神
奈
川

郷
周
辺
の
国
人
衆
を
味

方
に
引
き
入
れ
て
次
第

に
勢
力
を
広
げ
、　
い
ら

い
一
〇
〇
年
に
わ
た
っ

て
関
東
に
覇
を
と
な
え

ま
す
。

こ
の
後
北
条
氏
の
基

盤
が
確
立
さ
れ
る
の
は
、

三
代

・
氏
康
の
こ
ろ
の

こ
と
で
、
記
録
に
よ
る
と
関
東
の
吉
社
旧
刹
の
多

く
を
外
護
し
た
と
記
さ
れ
て
お
り
、
金
豪
院
に
も

外
護
が
寄
せ
ら
れ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
ま
す
。

永
禄
七
年
（
一
五
六
四
）五
月
二
十
三
日
、
金
蔵

院
の
両
界
曼
茶
羅
の
修
理
が
完
了
し
、
天
正
五
年

（
一
五
七
七
）六
月
、
恵
賢
法
印
に
よ
っ
て
熊
野
三

社
大
権
現
が
再
建
さ
れ
ま
し
た
。
年
代
的
に
み
て

後
北
条
氏
の
外
護
に
よ
る
も
の
と
み
て
よ
い
で
し

天
正
十
年

（
一
五
八

二
）
二
月
、
織

田

・
徳
川
連

合
軍

に
よ

っ
て
武

田
氏

が
亡
び
、

六
月

に
は
織

田

信
長

が
本
能
寺

の
変

に
よ

っ
て
自

刃
し
ま
す
。

堺

（大
阪
府

）
に

い
た
徳
川
家
康

が
浜
松

城

（静

岡
県
）

に
帰
り

つ
く
間
も
な
く
、
小

田
原

の
北
条

氏
直

が
甲
斐
国

（
山
梨
県

）
へ
五
万

の
兵
を
送

っ
た

と

の
報

せ
が
あ

り
、
徳
川
家
康
も

こ
れ

に
対
峙
す

べ
く

八
千

の
兵
を

ひ
き

い
て
出
陣

し
ま
し
た
。

そ

の
お
り
金
蔵
院

の
住
職
が
秘
法
を
厳
修

し

て

戦
勝
を
祈
願

し
た
と
伝
え
ら
れ

て

い
ま
す
。

こ
の
こ
ろ
、
家
康

は
清
和
源
氏

の
末
裔
と
し

て

徳

川
氏
を
名
乗

り
、
源
頼

朝

の
故
事

に
な
ら

っ
て

頼
朝

ゆ
か
り

の
熊

野
三
社
大
権
現
、
金
蔵
院

に
詣

で
た
と

い
わ
れ

て

い
ま
す
。

し
か
し
、
徳
川
氏

と
北
条
氏
は
戦
う

こ
と
な
く

和
議

が
結

ば
れ
ま
し
た
。
家
康

が
甲
斐
国

・
信
濃

国

（長
野
県
）
の
二
国
を
領

し
、
氏
直

が

上

野

国

（群
馬
県
）
を
領
す

る
と

い
う
も

の
で
し
た
。

家
康

に
と

っ
て
こ
れ
以
上

の
戦
果

は
な
く
、
秘

法
を
修

し

て
戦
勝
を
折
願
し
た
金
蔵
院

に
寺
領

地
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十
石
を
寄
進
し
、　
い
ら
い
、
金
表
院
、
熊
野
三
社

大
権
現
に
寄
せ
る
信
施
は
と
み
に
厚
く
な
っ
て
い

っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

一
般
に
金
蔵
院
の
朱
印
寺
領
地
は
、
慶
長
四
年

（
一
五
九
九
）
に
寄
せ
ら
れ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

こ
れ
は
朱
印
状
が
出
さ
れ
た
時
で
あ
っ
て
、
そ
の

旨
が
朱
印
状
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

「武
州
田
東
之
郡
小
机
之
庄
神
奈
川
之
郷
金
蔵

院
領
拾
石
　
先、
規、
令

二寄
附

畢́
。
寺
中
不
入
井
竹

木
不

レ
‐，‐

，有
二
相
違

・者
也
。
偶
如

，件
。

慶
長
四
年
己
亥
二
月
十
日

（未
　
印
）
」

こ
こ
に
記
さ
れ
た
「先
規
」と
は
天
正
十
年
の
寄

進
を
さ
し
、
そ
の
と
き
の
と
お
り
改
め
て
朱
印
状

が
出
さ
れ
た
の
で
す
。

天
正
十
八
年
（
一
五
九
〇
）、
小
田
原
城
が
陥
ち
、

大
悲
胎
蔵
晏
荼
羅
　
　
家
康
が
関
東
八
州
の
領
主
と
し
て
江
戸
へ
人
部
し

（当
山
所
晨
）
↓
‘
―
し
（た
。

慶
ｋ
三

午

⌒
．
ｌｉ

九
八
）
に

秀
古
が
歿

す
る
と
、

人
ド
の
声

望
は
五
人

老
の

一
人

で
あ
る
家

康
に
集
め

ら
れ
、
次

第
に
実
権
を
握
っ
て
い
き
ま
し
た
。
こ
れ
に
危
惧

を
お
ぼ
え
た
石
円
三
成
は
、
家
康
を
除
こ
う
と
し

て
諸
将
と
策
し
、
や
が
て
関
が
原
の
戦
い
へ
と
発

展
し
ま
す
。
関
が
原
の
合
戦
は
、
「天
下
分
け
日
の

戦
い
」
と
い
わ
れ
、
家
康
の
勝
利
に
よ
っ
て
天
下

の
人
勢
が
決
し
ま
し
た
。

慶
長
八
年
（
三
ハ
Ｃ
三
）、
家
康
は
征
夷
大
将
軍

と
な
っ
て
江
戸
幕
府
を
開
府
し
ま
し
た
。

翌
慶
長
九
年
（
一
六
Ｃ
四
）、
金
蔵
院
所
蔵
の
両

界
曼
茶
羅
が
八
世

・
秀
暉
法
印
に
よ
っ
て
補
修
さ

れ
た
と
い
う
記
録
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
こ

に
い
う
八
世
と
は
、
中
興
も
し
く
は
重
興

（
十
九

貞
参
照
）
よ
り
数
え
て
の
歴
世
数
と
思
わ
れ
ま
す

が
、
で
は
い
つ
中
興

（
重
興

）
さ
れ
た
の
か
と
い

う
こ
と
は
判
然
と
し
て
お
り
ま
せ
ん
。
お
そ
ら
く

印
融
法
印
が
武
蔵
国
の
教
勢
を
確
固
た
る
も
の
と

し
た
延
徳
年
中
か
ら
永
正
十
六
年

（
一
四
八
九
，

五

´
九
）
の
こ
ろ
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

慶
長
十
八
年
（
一
六

一
三
）丘
月
、
幕
府
は

「三

宝
院
法
度
」
を
制
定
し
ま
し
た
。
全
国
に
散
在
す

る
真
言
宗
寺
院
の
末
寺
住
職
の
任
免
権
は
本
寺
に

あ
る
と
強
調
し
た
も
の
で
、
の
ち
に
こ
れ
に
類
す

る
幕
府
の
宗
教
統
制
策
が
次
々
と
発
布
さ
れ
ま
す

が
、
そ
れ
ら
の
先
駆
と
な
っ
た
の
が
こ
の

「二
宝

院
法
度
」
で
、
真
言
宗
の
教
勢
が
全
国
的
に
盛
ん

で
あ

っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。

元
和
元
年
（
一
六

一
五
）大
坂
夏
の
陣
も
終
わ
り
、

名
実
と
も
に
徳
川
氏
が
天
ド
を
学
握
し
ま
し
た
。

諸
大
名
に

．
同

．
城
の
制
を
布
く
と
と
も
に
、
幕
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金
副
界
曼
奈
羅
（当
山
所
〓

府
は
諸
宗

を
統
制
す

べ
く

「諸

宗
諸
本
山

諸
法
度
」

を
定
め
ま

し
た
。

幕
府
が

各
本
山
を

統
制
す
る

こ
と
に
よ

っ
て
、
全
国
の
諸
寺
院
や
檀
信
従
の
掌
握
を
計
っ

た
わ
け
で
す
。
本
山
が
木
寺
の
寺
領
改
易
に
も
関

ヶ
す
る
な
ど
と
、
本
木
関
係
の
強
化
策
を
い
ろ
い

ろ
と
網
羅
し
た
．
子
の
こ
ん
だ
布
令
で
し
た
。

金
蒙
院
は
あ
ら
た
め
て
醍
醐
三
宝
院
と
本
木
関

係
を
結
び
、
末
寺
、
門
徒
寺
二
十
五
か
寺
を
擁
し

ま
し
た
。

家
康
は
、
元
和
二
年
（
一
六

一
六
）
に
歿
し
ま
す

が
、
金
蔵
院
へ
は
数
度
訪
れ
、
本
堂
の
前
に
植
え

ら
れ
た
紅
梅
を
こ
と
の
ほ
か
寵
愛
し
、
江
戸
城
へ

赴
く
お
り
紅
梅
の
．
枝
を
自
ら
子
折
っ
て
い
っ
た

こ
と
か
ら
、
季
節
に
な
る
と
金
表
院
の
住
職
が

一

枝
を
携
え
て
江
戸
城
へ
登
り
、
歴
代
将
軍
に
献
上

す
る
慣
わ
し
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

「国
初
将
軍
家
数
度
当
寺
へ
御
成
有
之
　
庭
前

の
紅
梅
御
寵
愛
有
之
　
御
千
折
ら
せ
給
ひ
其
梅
の

枝
を
以
て
登
城
可
致
事
恒
例
也
」

―
―

『金
川
砂
了
』
―
―

ま
た
金
蔵
院
に
は
、
将
軍
が
当
寺
を
訪
れ
た
お

り
忘
れ
物
を
し
、
こ
れ
を
住
職
が
進
い
か
け
て
手

渡
し
た
と
こ
ろ
、
将
軍
は
住
職
の
進
い
か
け
た
道

程
の
す
べ
て
を
、
寺
領
地
と
し
て
寄
進
し
た
と
い

う
話
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
い
う
将
軍
と

は
お
そ
ら
く
家
康
で
あ
り
、
金
哀
院
と
家
康
に
ま

つ
わ
る
浪
漫
的
な
伝
承
と
い
え
ま
し
よ
う
。

昭
和
五
十

．
年
■

九
七
六
）ま
で
、
神
奈
川
区

に
御
殿
町
と
い
う
町
名
が
あ
り
ま
し
た
が
、
こ
れ

は
慶
長
十
五
年
（
一
六

一
●
）に
将
軍
家
の
宿
泊
所

が
建
て
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
ま
で
は
金
表
院

が
将
軍
の
宿
泊
所
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

寛
永
―
七
年
（
．
六
四
〇
）、
幕
府
に
よ
っ
て
寺

請
制
度
が
公
布
さ
れ
ま
す
。
切
支
丹

（キ
リ
ス
ト

教
）
禁
圧
に
と
も
な
う
宗
旨
人
別
改
め
が
重
要
な

目
的
で
し
た
が
、
こ
の
制
度
に
よ
っ
て
檀
越
関
係

が
確
立
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
寺
請
制
度
が
近
世
仏

教
の
庶
民
へ
の
布
教
に
、
大
き
な
貢
献
を
果
た
し

た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

承
応
元
年
（
一
六
五
二
）、
幕
府
は
年
頭
祝
儀
に

江
戸
城
へ
参
Ｌ
す
る
寺
院
の
制
限
を
行
い
、
占
社

旧
刹
、
も
し
く
は
由
緒
寺
院
の
み
に
年
頭
祝
儀
の

登
城
を
許
し
ま
し
た
。
金
蔵
院
も
こ
の
中
に
選
ば

れ
、
毎
年
正
月
五
日
に
「年
始
出
仕
」す
る
慣
わ
し

で
あ
っ
た
と
享
和
三
年
（
一
八
〇
三
）
の

「開
木
議

定
連
印
書
』
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

万
治
二
年
（
一
六
五
九
）、
秀
整
法
印
に
よ
っ
て

梵
鐘
が
新
緒
さ
れ
ま
し
た
。

梵
鎌
の
新
錯
は
鐘
楼
生
の
建
立
を
さ
す
と
と
も

…
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中
に
あ
る
古
社
旧
刹
に
も
参

詣
す
る
も
の
で
、
金
蔵
院
を

訪
れ
る
人
び
と
も
多
か
っ
た

と
推
察
さ
れ
ま
す
。

上
徳
二
年
（
一
七

一
二
）、

権
現
山
の
山
上
が
年
を
経
る

に
し
た
が
っ
て
次
第
に
崩
壊

し
て
き
た
こ
と
か
ら
、
熊
野

三
社
大
権
現
を
境
内
に
移
し
、

旧
地
に
小
祠
を
建
て
て
こ
れ

を
本
宮
と
し
ま
し
た
。

こ
の
権
現
山
は
古
く
か
ら

神
奈
川
湊
に
入
る
船
や
、
沖

を
ゆ
く
船
の
目
印
と
な

っ
て

い
ま
し
た
が
、
今
は
切
り
崩

さ
れ
、
全
く
の
平
地
と
な

っ

て
し
ま
い
ま
し
た
。
幸
ヶ
谷

公
園
や
幸
ヶ
谷
小
学
校
周
辺

が
そ
の
跡
地
だ
と
い
わ
れ
て

Ｐ
ｌ
´
ん
■
１
，一口
Ｌ
ル
え

に
、
寺
運

の
隆
昌
を
も
意
味

し
て

い
ま
す
。
勅
願

寺

で
あ

り
、
家
康
公

ゆ
か
り

の
旧
刹

で
あ

る
金
表

院

に
、
多
く

の
人

ぴ
と

の
信
施

が
寄

せ
ら
れ
、
学

寮

・
宝
蔵
坊

で
は
若

い
学
僧

た
ち

が
勉
学

に
励

ん

で

い
た

こ
と

で
し

よ
う
。

江
戸
時
代
も
元
禄
年
中
（
一
六
八
八
～
七
〇
三
）

に
入
る
と
、
庶
民
の
生
活
も

．
応
安
定
し
物
見
遊

山
を
か
ね
た
寺
社
詣
で
が
盛
ん
と
な
り
ま
す
。
神

奈
川
宿
も
大
山
詣
で
の
宿
場
と
し
て
季
節
に
な
る

と
善
男
善
女
で
賑
わ
い
ま
し
た
。
大
山
詣
で
は
途

い
ま
す
。

享
保

十
九
年

（
一
七
三
四
）
二
月

二
十

一
日
、

弘

法
大

師
九
〇
〇
年
忌
法
要

が
厳
修

さ
れ
ま

し
た
。

江
戸
府
内
外

に
起

こ

っ
た
事

が
ら
を
年
表
体

に
記

し
た

『
武
江
年
表
」
に
よ
る
と
、
真
言
宗

の
諸
寺
院

が
盛
大

に
潔
筵
を
調
け
た
と
記
し
て

い
ま
す
。
金

蔵
院
を

は
じ
め
と
す

る
末

寺

・
門
徒
寺

で
も
、
盛

大
な
法
筵

が
設
け
ら
れ
た
も

の
と
思
わ
れ
ま
す
。

弘
法
大
師
信

仰
は
、
宗
派
を
問
わ
ず
多
く

の
人

び
と

に
浸
透
し
、
江
戸
府
内

に
弘
法
人
師
霊

場
八

十
八
か
所
巡
拝
路

が
設
け
ら
れ
た

の
も

こ

の
こ
ろ

の
こ
と

で
す
。

四
国

八
十

八
か
所
霊
場
を

写
し
た

も

の
で
す

が
、　
の
ち

に

い
ろ

い
ろ
な
巡
拝
路

が
設

け
ら
れ

て

い
き
ま
し
た
。

享
和
三
年

（
一
八
〇
三
）
、
金
蔵
院
よ
り

『
問
木

議
定
連
印
書

』

が
提
出
さ

れ
ま
し
た
。
金

蔵
院
住

職

・
疏

山
法
印

と
末

寺
八
か
寺
、

門
徒
寺
十

一
か

寺

の
住
職

が
、
本
末

関
係

の
再
確
認
を
細
部

に
わ

た

っ
て
と

り
決

め
た
も

の
で
、
江
戸
時
代

に
お
け

る
本
寺

と
末
寺
、

門
徒
寺
と

の
関
わ
り
を
知

る
う

え

で
の
貴
重
な
資
料

と
な

っ
て

い
ま
す
。

文
化
九
年

（
一
八

一
二
）
十

一
月
四
日
、
大

地
震

が
発
生

し
ま
し
た
。
「
保

土

ヶ
谷
、
神
奈

川
大

地
震
」

が
そ
れ

で
す
。
神
奈

川
宿

の
被
害

は
大

き
く
、
金

戚
院
も
鐘
楼
堂

が
倒
壊
し
梵
鐘

が
破

損
し

て
し
ま

い
ま
し
た
。

文
政
年
中

（
一
八

一
八

～
二
九
）
の
金
蔵
院
周

辺

一
帯

は
天
変

地
異

の
続
出

で
、
年
貢

の
半

分
は
他

国

か
ら
買

い
入
れ

て
納

め
て

い
た

ほ
ど
と
伝
え
ら

一門
末
議
定
連
印
書
」
（当
山
所
蔵
）
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氏

れ
、
金
蔵
院
も
困
窮

の
時
代

に
入

っ
て

い
き
ま
す
。

こ
の
文
化

・
文
政
時
代

は
、
江
戸
文
化

が
最
も

花
開

い
た
と

い
わ
れ
ま
す

が
、
幕
府
経
済

の
実
質

が
町
人

に
集
約
さ
れ
、
消
費
経
済

が
発
展
し
た

こ

と
を
物

語
る
も

の
で
、
反
面
、
幕
府
、
諸
大
名
を

は
じ
め
と
す

る
武
士
階
層

の
経
済
力

が
極
度

に
衰

え
て

い
た

こ
と
を
あ
ら
わ
し
て

い
ま
す
。

こ
う

い

っ
た
財
力
を
も

つ
町
人
層
を
檀
徒
家

に

も

つ
寺
院

が
、
江
戸
時
代

を
通

し

て
最
も
隆
昌
し

た

こ
と
も
う
な

づ
け
よ
う
と

い
う
も

の
で
す
。

．
方
、
檀
林

で
あ

り
、
徳

川
家

の
祈
願
所

で
も

あ

っ
た
金
議
院
も
、　
一
時
期

か
ら
み
れ
ば
寺
運

が

衰
微
し

て

い
た

こ
と
は

い
な

め
ま

せ
ん
。
か

つ
て

は

二
十
五

か
寺
を
擁

し
た
木

寺
、
門
徒
寺

が
十
九

か
寺

に
減

少
し
て

い
る
の
も
証
左

の

．
つ
と

い
え

■
い
―
）
よ

つヽ
。

し
か
し
、
文
政

Ｌ
年

■

八

二
四
）
に
刊
行
さ
れ

た

『
金

川
砂

子
』

の
金
議
院

の
記
述

は

「
勅
願
祈
願

の
霊
場
、
真
言

の
古

刹

に
於

て

ハ
又

近
郷

に
双

び
な
し
」

と
記
し
、
威
勢

の
ほ
ど
を
あ
ら
わ
し
て

い
ま
す
。

天
保

四
年

（
．
八
三
二
）
二
月
八

日
、

高

野
山
光

恩
寺
桜

地
院

の
二
十
四
世

・
実
仁
阿
閣
梨
よ
り
、

金
疲
院

へ
興
教
大
師

（党
鋭
）
画
幅

が
寄
進
さ

れ
ま

し
た
。

寄
進
状

の
写
し

に
よ
る
と
、
実
仁

阿
閣
梨

が
文

政
末
年

に
金
蔵
院
を
訪
れ
、
時

の
住
職

・
戒
範
法

印

に
親

し
く
接
し
た

こ
と
を
喜

び
、
明
五
年

■

八
ｉ
四
）
は
、
宗
祖
弘
法
大
師

の

１

●
０
０
年
忌

に
あ
た
る
こ
と
か
ら
、
金
蔵
院
に
興
教
大
師
の
画

幅
を
寄
進
す
る
旨
記
し
て
あ
り
ま
す
。

弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）九
月
、
金
蔵
院
は
仁
和

寺
宮
直
院
家
の
大
護
院
憲
壽
法
印
道
本
上
人

（
十

八
頁
参
照
）
よ
り
自
銀
五
十
枚
の
寄
進
を
受
け
ま

し
た
。
寄
進
状
の
写
し
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

梵
鐘
鋳
造
の
た
め
に
寄
進
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
り

ま
す
。

嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
）二
月
十
日
、
金
蔵
院
は

醍
醐
三
宝
院
家
跡

・
機
径
際
を
兼
務
し
、　
い
わ
ゆ

る
院
室
兼
帯
寺
院

（
十
八
貞
参
照
）
と
な
り
ま
し

た
。こ

の
院
室
兼
帯
に
は
僧
個
人
に
あ
て
ら
れ
た

．

代
院
室
兼
帯
と
、
寺
院
に
あ
て
ら
れ
た
水
代
院
室

-13-

r'nr
■賞

"しq

●

〓ｒｉ
Ｏ・

ｒ
■
■
，

「

司日



液
帯
と
に
わ
か
れ
ま
す
が
、
金
蔵
院
は
永
代
院
室

兼
帯
寺
院
で
あ
り
、
寺
格
と
し
て
与
え
ら
れ
た
も

の
で
す
。

■
月
―
し
日
、
醍
醐
寺
座
卜
は
金
蔵
院
本
尊
宝

前
へ
、
菊
桐
紋
章
附
紫
幕
と
提
灯
を
寄
進
し
、
金

紋
換
箱
、
赤
網
代
乗
輿
が
許
さ
れ
ま
し
た
。
い
ら

い
、
金
蔵
院
は
菊
紋
、
桐
紋
を
寺
紋
と
し
ま
す
。

慶
応
三
年
■

八
六
七
）、
十
五
代
将
軍

・
徳
川

慶
，呂
が
大
政
を
奉
還
し
、
翌
四
年
（
一
八
六
八
）、

明
治
新
政
府
が
樹
立
さ
れ
ま
す
。
徳
川
（江
戸
）幕

府
が
崩
壊
し
た
わ
け
で
す
。

こ
の
慶
応
四
年

一
月
七
日
に
神
奈
川
宿
に
火
災

が
起
こ
り
．
能
野̈
三
社
人
権
現
が
類
焼
し
ま
す
が
、

金
蔵
院
の
罹
災
の
記
録
は
な
く
、
諸
常
字
の
焼
失

は
免
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

１
月
、
明
治
新
政
府
が

神
仏
分
離
令
を
発
布
す
る

と
、
全
国
に
魔
仏
毀
釈
運

動
が
広
ま
り
、
多
く
の
仏

像
や
寺
院
が
破
壊
さ
れ
ま

し
た
。

金
蔵
院
境
内
の
学
寮

・

宝
蔵
坊
の
廃
絶
も
こ
の
お

り
の
こ
と
と
思
わ
れ
ま
す
。

明
治
四
年
■

八
七

ご

．
月
に
は
「社
寺
Ｌ
知
令
」

が
発
布
さ
れ
、
除
地
と
な

っ
て
い
た
境
内
地
は
す
べ

て
官
布
地
と
し
て
没
収
さ

れ
、
外
く
の
寺
院
が
廃
絶
、
ま
た
は
無
住
寺
と
な

り
、
新
政
府
を
慌
て
さ
せ
る

一
幕
も
あ
り
ま
し
た
。

金
蔵
院
も
朱
印
寺
領
地
は
す
べ
て
没
収
さ
れ
た

う
え
、
熊
野
三
社
人
権
現
の
別
当
職
を
と
か
れ
、

宗
教
活
動
に
ま
で
支
障
を
米
す
状
態
に
陥
り
ま
す
。

明
治
十

．
午
（
一
八
七
八
）、
真
言
宗
は
新
義

・

古
義
に
分
立
し
、
各
々
管
長
を
設
置
す
る
こ
と
に

な
り
、
金
蔵
院
は
新
義
（智
山
）に
属
し
、
智
積
院

と
本
末
関
係
を
確
立
し
ま
し
た
。
こ
の
こ
ろ
の
金

蔵
院
は
、
末
寺
数
か
寺
を
兼
務
し
て
い
た
よ
う
で

す
。明

治
三
卜
八
年
■

九
●
五
）、
日
露
戦
争
が
終

わ
る
と
、
全
国
的
に
庶
民
信
仰
が
降
昌
し
ま
す
。

江
戸
時
代
の
い
ろ
い
ろ
な
巡
拝
路
が
復
活
さ
れ
る

と
と
も
に
、
新
し
い
巡
拝
路
（―
し
頁
参
照
）も
設

け
ら
れ
ま
し
た
。

人
正
五
年
（
一
九

．
六
）、
金
蔵
院
は
客
殿

・
庫

裡
な
ど
を
新
築
し
ま
す
が
、
十
二
年
（
．
九
１
三
）

の
関
東
大
震
災
で

一
部
損
壊
し
て
し
ま
い
ま
す
。

江
戸
時
代
の
初
期
、
徳
川
家
康
が
籠
愛
し
、
自

ら

．
枝
を
手
折
っ
て
い
っ
た
と
い
う
紅
梅
も
、
残

念
な
こ
と
に
昭
和
二
年
（
一
九
二
七
）に
枯
死
し
て

し
ま
い
ま
し
た
。

家
康
の
故
事
に
な
ら
っ
て
、
毎
年
季
節
に
な
る

と
金
蔵
院
の
住
職
が
江
戸
城
へ
登
っ
て
歴
代
将
軍

に
献
Ｌ
し
た
紅
梅
で
、
現
在
、
本
常
右
手
前
に
植

え
ら
れ
た
紅
梅
は
三
代
日
の
も
の
で
す
。

こ
の
午
、
金
蔵
院
は
庫
裡
を
再
建
し
、
翌
１
年

（
一
九
１
八
）
に
は
鐘
楼
常
が
再
建
さ
れ
ま
し
た
。
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と

こ
ろ

が
昭
和
―
六
年

■

九

四

ご

に
太

平
洋

戦
争

が
プ
な
し
、
物
量

に
劣

る

日
本

は
軍
部

の
意

志

に
よ

っ
て
、
諸
寺
院

の
梵
鐘

や
銅
像

の
供
出
を

命

ぜ
ら
れ
、
金
蔵
院

は
丈
六
阿
弥
陀
像
と
嘉
永
五

年

に
鋳
造
し
た
梵
策
を
供
出

し
ま
し
た
。

こ
の
丈

六
阿
弥
陀
像

は
明
治
期

に
造
立
さ
れ
、

大

正
初

期
に
安
置
さ
れ
ま
し
た
。
昭
和
初
期

に
撮

影
さ

れ
た
写
真

に
よ
る
と
、
本
堂

の
右
手

に
安
置

さ
れ
た
坐
像

で
あ

る

こ
と

が
わ

か
り
ま
す
。

ま
た
梵
鐘

の
銘

の
写
し
だ
け

が
残
さ
れ

て

い
ま

す

が
、
そ
れ
に
よ
る
と
木

■

八
か
キ
、
門
徒
寺
―

一
か
寺

の
名

が
見
え
、
駿
河
国

（静
岡
県
）
江
尻

に

住
む
纂
物
師

・
山
田
六
郎
左
衛
門
藤
原

種
秀

が
冶

纂
し
た
と
記
し
て

い
ま
す
。

昭
和

二
十
年

（
．
九
四
五

）
二
月

‐
十
九

日
、
横

浜
地
域

．
帯

は
米
軍
機

に
よ

る
空
襲
禍

で
灰
焔
と

帰
し
、
金
蔵
院
も
諸
堂
宇

の
こ
と

こ
と
く
を
焼
失

し

て
し
ま

い
ま
し
た
。
時

の
住
職

・
山
内
寛
愧
僧

正
も
遷
化
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
お
り
、　
一
切

の
旧

記
も
焼
失
し

て
し
ま

い
ま
し
た
。

同
年

八
月
、
忌
わ
し

い
人
平
洋
戦
争

は
終
わ

り

ま
し
た

が
、
人

び
と
は
そ

の
日
の
糧
を
求

め
る
た

め
に
駈．
け
ま
わ
り
、
疲
れ
果

て
、
祀
爛
と
し
た
世

情

が
日
本
全
上
を
被

っ
て

い
ま
し
た
。

明
日

へ
の

夢
を
も
つ
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
正
に
夢
の
ま
た

夢
と

い

っ
た
時
代

で
し
た
。

そ

の
混
乱

の
時
期

に
法
灯
を
高
く
掲
げ
た

の
が

五
十
五
世

・
隆
散
法
印

で
す
。
檀
信
徒

の

「
心

の

寄
る
辺
」

と
し

て
の
寺
容
を
と
り
戻
す

べ
く
発
願

し
、
ま
ず
瓦
礫
の
整
理
か
ら
と
り
か
か
っ
た
と
伝

え
ら
れ
て
い
ま
す
。

昭
和
三
十
五
年
（
一
九
六
■
）檀
信
徒
の
皆
さ
ま

の
ご
協
力
に
よ
っ
て
庫
裡
が
完
成
し
、
四
十
二
年

（
一
九
六
七
）本
常
の
再
建
、
四
十
二
年
に
は
山
門

の
再
築
が
成
り
、
四
十
四
年
十
二
月
、
遂
に
本
堂

落
慶
法
要
が
厳
修
さ
れ
ま
し
た
。

昭
和
四
十
九
年
（
一
九
七
四
）
に
入
り
客
殿
が
完

成
し
、
弘
法
人
師
生
誕

‥
二
‐〓
Ｃ
年
記
念
と
し
て
、

境
内
に
修
行
大
師
像
を
造
立
し
ま
し
た
。
隆
政
法

印
は
五
十
九
年
の
弘
法
人
師
一
、
一
五
０
年
御
遠
忌

供
養
塔
の
造
立
ま
で
発
願
し
て
お
り
ま
し
た
が
、

■
―
八
年
―
‐
月
卜
四
日
、
こ
こ
ろ
ざ
し
半
ば
で

示
寂
さ
れ
ま
し
た
。

ま
さ
に
現
代
に
お
け
る
金
薮
院
中
興
の
祖
と
称

し
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

昭
和
六
十
二
年
（
一
九
八
七
）、
金
蔵
院
は
勝
覺

法
印
に
よ
っ
て
開
創
さ
れ
て
い
ら
い
、
九
い
し
年

を
数
え
ま
し
た
。

そ
の
間
、　
一
度
と
し
て
法
灯
を
絶
や
す
こ
と
な

く
と
も
し
つ
づ
け
て
き
た
、
文
字
通
り

「近
郷
に

な
ら
び
な
き
旧
刹
」
と
い
え
ま
し
よ
う
。
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庶
民
信
仰
と
金
蔵
院

阿
弥
陀
如
米
像

金
蔵
院
の
ご
本
尊
は
阿
弥
陀
如
米
立
像
で
す
。

阿
弥
陀
如
来
は
、
本
質
的
に
は
大
宇
宙
の
真
理

を
あ
ら
わ
す
人
日
如
来
で
あ
り
、
無
量
寿
如
来
、

無
量
光
如
来
と
も
い
い
ま
す
。
阿
弥
陀
経
に
、
「阿

弥
陀
如
来
の
光
明
は
無
量
で
あ
っ
て
十
方
の
国
上

を
照
ら
す
」
「阿
弥
陀
如
来
の
浄
土
に
生
ま
れ
る
も

の
は
、
寿
命
無
量
で
あ
る
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
出

た
と
い
い
ま
す
。
無
量
寿
経
に
よ
る
と
、
阿
弥
陀

如
来
も
釈
迦
と
同
じ
く
イ
ン
ド
の
工
族
の
太
子
で
、

出
家
の
の
ち
法
蔵
菩
薩
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
お

り
四
十
八
の
大
願
を
た
て
、
そ
の
大
願
を
成
就
し

て
仏
と
な
り
、
西
方
極
楽
浄
上
の
教
主
と
な
っ
た

と
い
い
ま
す
。

四
十
八
願
の
う
ち
第
十
八
願
の
念
仏
往
生
願
は
、

も
っ
と
も
大
切
な
も
の
で
「
弥
陀
の
本
願
」
と
い
い
、

念
仏
を
行
う
者
は
、
必
ず
往
生
さ
せ
る
と
い
う
誓

い
な
の
で
す
。

虚
空
蔵
菩
薩
像

本
生
精
霊
段
に
虚
空
蔵
蓄
薩
が
安
置
さ
れ
て
い

ま
す
。
虚
空
蔵
と
は
そ
の
広
人
無
辺
の
功
徳
が
虚

空
（大
空
）
の
よ
う
に
大
き
い
と
い
う
意
味
で
す
。

こ
の
虚
空
蔵
苦
薩
は
、
奈
良
時
代
か
ら
智
慧
の

仏
と
し
て
、
慈
悲
の
地
蔵
菩
薩
と
な
ら
ん
で
、
庶

民
の
厚
い
信
仰
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。

虚
空
蔵
信
仰
の
広
ま
り
と
と
も
に
、
そ
の
性
格

を
拡
大
し
て
、
五
智
如
来
の
変
化
と
し
て
五
大
虚

空
蔵
菩
薩
が
生
み
出
さ
れ
、
と
く
に
平
安
時
代
に

造
像
が
盛
ん
で
あ

っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

修
行
大
師
像

弘
法
大
師
（空
海
）が
諸
国
巡
錫
す
る
姿
を
刻
し

た
像
を
修
行
大
師
像
と
い
い
ま
す
。

巡
礼
を
は
じ
め
、
旅
の
聖
に
属
す
る
人
た
ち
は

霊
性
を
伴
っ
た
異
人
と
し
て
庶
民
か
ら
受
け
と
め

ら
れ
て
い
ま
し
た
。
つ
ま
り
「ま
れ
び
と
」
で
あ
り

彼
ら
は
さ
ま
ざ
ま
な
奇
蹟
を
起
こ
し
た
と
伝
え
ら

れ
、
そ
の
背
後
に
は
必
ず
弘
法
大
師
の
お
姿
が
浮

か
ん
で
い
ま
し
た
。
全
く
無
名
の
旅
の
僧
で
あ
っ
て

も
、
伝
説
の
上
で
は
、
あ
れ
こ
そ
弘
法
大
師
の
他

身
で
あ
っ
た
と
説
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
次
第

に
信
仰
と
し
て
成
立
し
て
い
っ
た
の
で
す
。
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，

●
　
”

・
” 「弘

法
清
水
」
の
伝
説
の
よ
う
に
、
み
す
ば
ら
し

い
身
な
り
の
旅
の
僧
を
心
よ
く
迎
え
た
村
で
は
、

そ
の
僧
の
つ
い
た
銚
機
の
下
か
ら
海
海
と
霊
泉
が

湧
き
、
逆
に
不
親
切
に
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
か
れ

が
錫
杖
を
つ
い
た
途
端
、
清
水
の
湧
き
が
止
ま

っ

て
し
ま
っ
た
と
い
い
ま
す
。

弘
法
大
師
は
冬
至
の
こ
ろ
の
晩
に
村
々
を
訪
れ

る
と
い
い
、
大
師
講
を
催
す
農
村
が
現
在
も
多
く

農
地
を
う
る
お
す
池
や
溝
な
ど
、
水
に
関
す
る

伝
説
が
顕
著
で
あ
り
、
真
言
密
教
僧
が
各
地
に
何

播
す
る
と
と
も
に
、
庶
民
ら
と
共
に
あ
っ
た
こ
と

を
物
語
っ
て
い
る
と
い
え
ま
し
よ
う
。

弘
法
人
師
の
成
徳
を
し
の
ぶ
伝
説
の
大
半
は
、

当
時
の
状
況
か
ら
考
え
て
も
真
言
密
教
僧
の
足
跡

で
あ
る
と
と
も
に
、
弘
法
人
師
の
遺
徳
の
あ
ら
わ

残
さ
れ
て
ヽヽ

ま
す

師イ象

Ｌ
Ｅ
フ l
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れ
と

い
う
べ
き

で
し
ょ
う
。

金
蔵
院
の
境

内
に
は
、
昭
和

四
十
九
年

（
．

九
七
四
）
弘
法

人
師
生
誕

一
、

三
〇
〇
年
記
念

と
し
て
造
立
さ

れ
た
修
行
大
師

像
が
安
置
さ
れ

て
い
ま
す
。
こ

れ
は
五
十
五
世

・
隆
散
法
印

の
発
願

に
よ

り
造
立

さ
れ
た
も

の
で
、

隆
餃
法

印
は
二
十
九
年

（
一
九

八
四

）
の
弘
法
大

師

一
、
一
五
〇
年
御
遠

忌
供

養
塔

の
造
立
を
も
発

願

し
て
お

り
ま

し
た
が
、
完
成
を

見
ず
、
五
十

八
年

十

二
月
十

四
日
示
寂

さ
れ
ま
し
た
。

「
引
「川
制
］引
】到

匡
Ｆ

Ｉ
田

―
―
―
―
―
―
―
―
―
Ｉ
Ｌ

金
議
院

は
「
新

四
国

八
十
八
か
所
霊
場
」
の
第

二

十
番
霊
場
札
所

で
、
「
玉
川
八
十
八
か
所
霊
場
」

の

第

二
番
霊
場
札
所

に
数
え

ら
れ

て

い
ま
す
。

こ
れ
ら

の
巡
拝
路

は
、　
い
ず

れ
も
昭
和
期

に
入

っ
て
か
ら
構

成
さ
れ
た
も

の
で
す

が
、　
い
ず

れ
も

川
崎
大

師

・
平
間
寺
を

一
番
寺
と
し
て
弘
法
大

師

ゆ
か
り

の
古

刹
を
め
ぐ
る
巡
拝
路

に
構
成
さ
れ
ま

し
た
。

機
会

あ
る

ご
と
に
参

詣
し

つ
づ
け
て

い
き
た

い

も
の
で
す
。

□
日
□
日
□
□

境
内
無
縁
仏
常
内

と
常
前

に
地
蔵
菩
薩

が
安
置

さ
れ

て

い
ま
す
。

天
空
を
象
徴
す

る
虚
空
蔵
菩
薩

に
対
し
、
大

地

の
恵

み
を
神
格
化

し
た
菩
薩

が
地
蔵
菩
薩

で
す
。

釈
迦
の
入
滅
か
ら
弥
勒
仏
の
下
生
ま
で
の
無
仏

時
代
に
、
熟
曇
滞
籐
を
う
け
も
つ
菩
薩
と
し
て
奈

良
時
代
か
ら
信
仰
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

像
容
は
頭
を
九
め
、
身
に
納
衣
・
袈
裟
を
ま
と

う
僧
形
で
、
左
手
に
宝
珠
を
も
ち
、
右
手
に
錫
杖

を
も
つ
立
像
が
も
っ
と
も
多
く
、
金
議
院
の
地
蔵

尊
も
こ
れ
に
属
し
ま
す
。
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金
裁
院
雑
記

囲
］
戸
中
期
以
降
の
文
書
に
よ
る
と
、
金
蔵
院
は

醍
醐
三
宝
院
の
末
寺
と
し
て
開
創
さ
れ
た
と
記
し

て
い
ま
す
。
金
義
院
は
確
か
に
醍
醐
三
宝
院
の
直

末
寺
で
し
た
が
、
開
創
当
初
は
醍
醐
寺
の
直
末
寺

で
、
永
久
二
年
（
一
一
一
五
）十

一
月
二
十
五
日
、

勝
覺
法
印
に
よ
っ
て
三
宝
院
が
開
創
さ
れ
る
と
と

も
に
、
醍
醐
三
宝
院
と
本
末
関
係
を
結
ん
だ
も
の

で
す
。
金
蔵
院
の
開
創
は
、
三
宝
院
の
開
創
以
前

の
こ
と
で
す
。

□
］
蔵
院
の
山
号
で
あ
る
鵜
肇
黎
瀞
争
と
は
、
堀

河
天
皇
の
許
し
を
得
て
称
さ
れ
た
も
の
で
す
。

こ
れ
は
真
言
宗
（古
義
）小
野
派
の
大
本
山
で
あ

り
、
門
跡
寺
院
で
あ
る
曼
茶
羅
寺
（小
野
随
麟
隠
）

に
ち
な
ん
だ
も
の
で
、
東
国

・
武
蔵
国
の
曼
奈
羅

寺
と
い
う
意
味
で
す
。
勅
願
寺
で
あ
れ
ば
当
然
の

こ
と
で
す
が
、
開
創
当
初
か
ら
門
跡
寺
院
に
準
ず

る
寺
格
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

古
檀
林
は
中
世
期
い
ら
い
の
檀
林
を
い
い
、
新
檀

林
は
智
積
院

・
小
池
坊
（長
谷
寺
）
の
両
能
化
か
ら

免
許
を
受
け
た
檀
林
を
い
い
ま
す
。
ま
た
檀
林
格

と
は

一
代
檀
林
で
あ
り
、
常
法
檀
林
と
は
永
代
檀

林
を
さ
し
ま
す
。
金
蔵
院
は
常
法
檀
林
で
あ
り
古

檀
林
で
し
た
。

水
五
年
■
八
五
二
）■
月
十
日
、
金
蔵
院
は

醍
醐
三
宝
院
家
跡

・
称
名
院
を
兼
帯
す
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。
い
わ
ゆ
る
院
室
兼
帯
寺
院
と
な
っ

た
わ
け
で
す
。

院
室
兼
帯
と
は
、
平
安
時
代
に
は
秘
争
な
ど
で

出
家
し
た
皇
族
を
院
家
衆
と
い
い
、
そ
の
法
脈
を

継
承
し
た
住
坊
を
院
家
と
い
い
、
さ
ら
に
仁
和
寺
、

大
党
寺
、
勧
修
寺
、
醍
醐
寺
は
、
院
家
の
ほ
か
に

貴
族
出
身
の
学
侶
の
坊
を
置
き

一
山
伽
藍
を
つ
く

っ
て
い
ま
し
た
。
院
家
院
室
の
総
数
は
お
よ
そ
数

百
か
院
に
の
は
っ
た
と
み
ら
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
近
世
初
期
の
仁
和
寺
を
例
に
と
る
と

有
住
院
家
は
わ
ず
か
十
か
寺
に
す
ぎ
ず
、
残
り
は

名
跡
の
み
の
廃
寺
で
し
た
。
こ
の
廃
寺
分
を
地
方

の
有
力
寺
院
で
兼
帯
し
、
外
様
住
侶
と
し
て
法
脈

継
承
し
た
の
が
院
室
兼
帯
で
す
。

院
室
兼
帯
に
は
、
僧
個
人
に
あ
て
ら
れ
た

一
代

院
室
兼
帯
、　
い
ま

一
つ
は
寺
院
に
具
わ
る
永
代
兼

帯
で
、
金
蔵
院
は
こ
の
永
代
院
室
兼
帯
寺
院
で
し

た
。

蔵
院
は
「真
言
宗
関
東
十
．植
林
」
の

．
つ
に

数
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

檀
林
と
は
談
林
所
で
あ
り
、
鎌
倉
時
代
の
談
議

所
を
起
源
と
す
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
「金
川
砂

子
』
に
よ
る
と
、
金
蔵
院
を

「
´
派
種
林
の
随

一

也
」
と
記
し
て
お
り
、
周
辺
地
域
随

一
の
檀
林
で

あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

こ
の
檀
林
は
常
法
檀
林
と
檀
林
格
と
に
わ
け
ら

れ
、
さ
ら
に
古
檀
林
と
新
檀
林
に
区
別
さ
れ
ま
す
。

金

,■
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金弘

蔵
院
境
内
か
ら
「
弘
安
」
の
文
字

の
見
え

る
板

碑
が
発
掘

さ
れ

て

い
ま
す

。

こ
の
板
碑
は
鎌
倉
時
代

に
お

こ
り
、
室
町
時
代

に
は
形
式
化
し
な

が
ら
も
量
的

に
は
増
加
を

み
、

ほ
ぼ
中

世

に
か
ぎ

っ
て
造
立
さ
れ
た
も

の
で
す
。

関
東

で
は
用
材
と
し
て
主

に
緑
泥
片
岩

が
多
用

さ
れ
、
延
文

四
年

（
一
二
五
九

）
ご
ろ
か
ら
造
立

が

盛

ん
と
な
り
ま

し
た
。

金
蔵
院

の
板
碑

は
そ
の
初
期

に
属
す
る
も

の
で
、

大
変

に
貴
重
な
資
料

の

一
つ
で
す
。

化
二
年
（
．八
四
五
）九
月
、
金
蔵
院
住
職

・

憲
住
法
印
に
、
仁
和
寺
直
際
家‐，
・
大
護
院
憲
壽
法

印
よ
り
「自
銀
■
拾
枚
」
が
寄
進
さ
れ
ま
し
た
。

寄
進
状
に
よ
る
と
梵
鐘
鋳
造
の
た
め
で
あ
る
こ

と
が
わ
か
り
ま
す
。

こ
の
憲
壽
法
印
は
、
近
世
真
言
宗
（智
山
）
の
英

匠
と
し
て
、
ま
た
能
書
の
本
鐸
と
し
て
知
ら
れ
る

迫
本
Ｌ
人
の
こ
と
で
す
。
道
本
上
人
は
信
濃

（長

野
県
）
の
人
で
三
楽
翁
と
号
し
、
佐
渡
の
小
比
叡

山
蓬
華
峰
寺
に
住
し
て
法
憶
を
張
っ
た
高
僧
で
、

そ
の
法
流
は
金
蒙
院
に
も
伝
わ
っ
た
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。

一
説
に
よ
る
と
道
本
上
人
の
高
弟
と
し
て
道
雅

と
道
敬
が
あ
り
、
道
雅
は
越
前
（福
井
県
）
の
滝
谷

寺
に
、
道
敬
は
金
蔵
院
に
住
し
て
明
治
九
年

（
一

八
七
六
）
八
月
に
遷
化
し
た
と
い
わ
れ
ま
す
。

金
蔵
院
の
過
去
帳
に
よ
る
と
、
明
治
九
年
八
月

六
日
に
「五
十
世

・
憲
住
法
印
が
示
寂
」と
記
載
さ

れ
て
お
り
、
恵
住
法
印
と
道
敬
が
同

一
人
物
で
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

ち
な
み
に
道
本
上
人
は
安
政
四
年
（
一
八
五
七
）

金
蔵
院
に
て
示
寂
し
、
葬
ら
れ
ま
し
た

（大
護
院

で
は

、安
政
四
年
七
月
二
十
八
日
、
九
十
歳
で
示

寂
。
金
蔵
院
に
葬
す
る
」
と
記
録
し
て
い
ま
す
）。

豪
院
の
境
内
墓
地
の
一
隅
に
、
歴
代
住
職
の

墓
石
が
あ
り
ま
す
。

開
創
い
ら
い
九
〇
〇
年
を
数
え
る
金
蔵
院
で
す

が
、
歴
代
の
墓
石
は
ほ
ん
の
わ
ず
か
し
か
残
さ
れ

て
お
り
ま
せ
ん
。
た
び
重
な
る
災
禍
や
、
昭
和
二

十
年
（
一
九
四
五
）
の
空
襲
禍
に
よ
っ
て
ほ
と
ん
ど

が
消
失
し
て
し
ま
い
、
現
在
判
明
し
て
い
る
歴
代

僧
の
名
は
、
わ
ず
か
三
十
余
僧
で
す
。

「松
柏
の
催
か
れ
て
薪
と
な
り
、
桑

海
と
な
る
を
」

の
詩
句
が
思
い
浮
か
び
ま
す
。

法
を
説
き
、
法
を
護
り
、
絶
や
す
こ
と
な
く
法

灯
を
と
も
し
つ
づ
け
た
歴
代
僧
の
名
も
、
時
と
と

も
に
流
れ
去
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。

慶
長
九
年
（
一
六
〇
四
）
七
月
二
十

一
日
、
金
蔵

院
の
両
界
曼
茶
羅
が
、
八
世

・
秀
藤
法
印
に
よ
っ

て
重
修
さ
れ
た
と
の
記
録
が
あ
り
ま
す
が
、
寛
治

元
年
（
一
〇
八
七
）
に
開
創
さ
れ
た
歴
代
僧
が
、
江

戸
時
代
に
入
っ
て
八
代
と
い
う
こ
と
は
ま
ず
考
え

ら
れ
ま
せ
ん
。

こ
こ
に
い
う
八
世
と
は
、
関
東
に
真
言
宗
の
教

勢
が
広
め
ら
れ
た
こ
ろ
か
、
関
東
十

一
檀
林
の
一

つ
と
し
て
学
僧
の
養
育
に
あ
た
っ
た
こ
ろ
の
中
興
、

ま
た
は
重
興
い
ら
い
の
歴
代
数
と
思
わ
れ
ま
す
。

円

の
変
し
て

金
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金
蔵
院
略
年
譜

人
輩
］

■

年

■

―

に
し

）

応
徳
　
一一
年

■

■
八
六
）

寛
治
　
元
年
■
　
べ
し
）

１
年
■
　

べ
九
）

際

獄

法

印

、

左

大

臣

・
滋

麟

暖

の

第

ｉ

ｒ

と

し

て
京

に
生

ま

る
。

六
月
卜
六
日
、
勝
覺
法
印
、
師

・

定
賢
法
印
の
法
嗣
と
な
り
、
理
閣

寺
第
Ｆ
四
世
と
な
る
。

し
用
．
勝
覺
法
印
．
義
範
法
印

の

伝
法
灌
項
を
受
く
。

勝
覺
法
印
．　
州
河
入
皇

の
勅
を
蒙

り
、
当
山
を
開
創
す
。
東
曼
茶
羅

寺
の
勅
額
を
賠
う
■
全
川
砂
子
』
）。

六
月
卜
し
Ｈ
．
勝
覺
法
印
、
経
幌

国
（和
歌
山
県
）よ
り
熊
野
権
現
の

神
霊
を
分
祀
し
、
神
奈
川
郷
の
総

鎮
守

・
熊
野
三
社
大
権
現

（現

・

熊
野
神
社
）
を
開
制
す
。

当
山
、
別
当
に
補
さ
る
。

四
月
四
口
、
勝
覺
法
印
．
父

・
俊

房

の
外
護
に
よ
り
．
醍
醐
寺
の
鎮

守
と
し
て
清
滝
古
を
勧
消
す
。

勝
覺
法
印
、
自
河
上
皇
御
落
飾

の

成
師
を

つ
と
む
。
こ
れ
に
よ
り
勝

覺
法
印
を
「剃
手
法
眼
」
と
よ
ぶ
。

■

．
月
．
―
五
日
、
勝
覺
法
印
、

醒
醐
寺
に
三
宝
院
を
創
建
す
。

い
ら

い
当
山
は
直
木
キ
と
な
る
。

勝
覺
法
印
、
座
主
職
を
辞
し
、
東

寺
（教
ｒ
護
国
寺
）
の
第
ニ
ー
八
世

・
長
者
と
な
る
。

勝
覺
法
印
．
東
大
手
別
当
と
な
る
。

人
治
　
四
年
（
．
Ｉ

四
月

一
日
、
勝
覺
法
印
示
寂
す
。

寿
七
十
三
歳
。

八
月
、
源
頼
朝
、
伊
豆
に
兵
を
挙

げ
、
石
橋
山
に

．
敗
す
。

十
月
、
源
頼
朝
、
鎌
倉

に
入
る
。

こ
の
お
り
熊
野
三
社
大
権
現
に
戦

勝
を
析
願
し
．
当
山
住
職
秘
法
を

修
す
。

壇
ノ
浦

の
合
戦
。
平
氏

一
門
Ｌ
ぶ
。

源
頼
朝
、
征
夷
大
将
軍
と
な
り
鎌

倉
幕
府
を
開
く
。

熊
野
三
社
大
権
現
お
よ
び
当
山
が
、

鎌
倉
幕
府

の
祈
願
所
と
な

っ
た
と

伝
え
ら
れ
る
の
は
こ
の
時
以
降

の

こ
と
。

こ
の
頃
、
神
奈
川
湊
、
品
川
湊
と
と

も
に
殷
賑
を
極
む
。
当
山
隆
出
か
。

承
久

の
乱
。
幕
府
権
力

の
確
立
。

文
水
の
役
。
亀
山
人
Ｌ
、
諸
宗

に

異
国
調
伏
を
祈
願
さ
せ
る
。

勅
願
キ
、
幕
府

の
析
願
■
で
あ
る

当
山
も
析
薄
修
法
を
巌
修
す
。

弘
安

の
役
。
諸
国
寺
院
．
勅

に
よ

り
異
国
調
伏
を
折
議
す
。

当
山
に
板
碑
造
立
さ
る
。
板
碑
造

立

の
初
期
に
属
す
。

二
代
将
軍

・
足
利
義
詮
．
諸
寺
に

天
Ｆ
泰
平

の
折
願
を
命
す
。
当

‐―！

は
足
利
幕
府

の
析
願
所
と
し
て
、

嘉
保
　
一二
年

（
一
ご
九
六
）

（水
長
元
年
）

水
久
　
１
年
■

‥

五
）

四
年
（
．
‥

六
）

人
治

　

．年
■
―
　
．●
）

治

承

　

四
年

■

一
八

●

）

文
治

建
久

七
年

，

一
九
六
）

弘
安
　
四
年
■

―
八
　
）

承
久
　
一二
年
（
一
三
二
一
）

文
水
―

．
年
■

１
し
四
）

弘
安
年
中

■

―
し
べ

～
八
し
）

文
和
　
ｌ
午
■

，
，

こ

元
年

■

一
八
五
）

三
年

■

一
九
二
）
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応
水
　
■
年
■

１
九
八
）

析
願
析
議
を
修
す
。

熊
野
三
社
人
権
現
、
山
賊
に
社
祠

を
焼
か
れ
．

の
ち
草
個
の
み
の
こ

る
（
『江
戸
名
所
図
会
Ｌ
。

大
田
道
濯
、
江
戸
城
を
築
く
。

こ
の
頃
よ
り
真
言
宗

の
教
勢
、
関

東

一
円
に
広
が
る
。

当
山
が
古
談
林
と
し
て
、
最
も
活

躍
し
た
の
は
こ
の
頃

の
こ
と
か
。

ｒｌｌ
融
法
印
．
１
会
寺

（港
北
区
島

山
）
を
拠
点
と
し
て
、
関
東
に
教

勢
を
拡
大
す
。
当
山
も
そ
の
中
核

寺
院
と
し
て
活
動
す
。

六
月
、
上
杉
建
芳
の
臣

・
Ｌ
田
蔵

人
に
よ
り
熊
野
三
社
大
権
現
再
興
。

ｌＨ
観

に
復
す
と

い
う

（『熊
野
神
社

山
緒
記
し
。

北
条
早
宴

（伊
労
新
九
郎
、
後
北

条
氏
）．
小
田
原
城
に
入
る
。

七
月
十

一
日
、
権
現
山
合
戦
。

熊
野
三
社
大
権
現
、
丘
（火
に
罹
り

熙
置
と
帰
す

（「北
条
記
し
。

■
月
十
二
日
、
当
山
所
蔵

の

「両

曼
茶
羅
」
修
復
す
。

六
月
、
贅
愁
法
印
、
郷
民
の
外
護

に
よ
り
熊
野
ｉ
社
人
権
現
の
社
殿

を
修
復
す
。

こ
の
頃
、
後
北
条
氏

降
昌
。
当
山
、
祈
願
所
と
し
て
外

護
を
寄
せ
ら
る
。

甲
斐
武
田
氏
亡
よ
。

七
月
、
徳
川
家
康
、
後
北
条
氏
と

戦
う
お
り
、
源
頼
朝

の
故
事

に
な

長
様
　
元
年
■

四
ｌｉ
Ｌ
）

延
徳

明
応
　
三
年

■

四
九
四
）

四
年
●

四
九
Ｉ
）

永

ＩＦ
　
七
年

二

■

〓
〓

永

様

　

七
年

■

■

六

四

）

万
年

，

Ｉ
し
し
）

十
年
■

五
八
二
）

′、
11

`li中

四
人
九

～
九

二

天
正
―
八
年

（
一
五
九
二
）

―
九
年
（
．
■
九

．
）

慶
長
　
四
年

ｔ

ｉ
九
九
）

ら

い
．
当
山
住
職

（賢
忠
法
印
か
）

戦
勝
析
願

の
秘
法
を
修
す
。

家
康
、
戦
勝

の
の
ち
、
当
山

へ
■

領
地
■
石
を
賜
う
。

小
田
原
城
落
ち
、
後
北
条
氏
亡
ぶ
。

家
康
、
関
東
八
州

の
領
主
と
し
て

江
戸

へ
人
部
す
。

江
戸
を
中
心

と
し
た
古
社
寺
に
朱

印
状
を
出
す
。

‐
月
Ｉ
Ｈ
．
当
山
〓
先
規

に
の

っ

と
り
」
キ
領
地
十
石

の
水
ｒｌｌ
状
を

賜
う
。
の
ち
代

々
の
住
借
、
正
月

五
口
に
登
城
し
．
歴
代
将
軍
に
「御

礼
言
上
」
す
。
塔
頭

・
宝
蔵
坊

の

建
立
は
こ
の
頃

の
こ
と
か
。

関
が
原

の
役
。
東
軍
大
勝
す
。

家
康
、
征
夷
大
将
軍
と
な
り
、
江

戸
幕
府
を
開
く
。

七
月
二
十

．
日
、
秀
碑
法
印
、
「両

曼
茶
羅
」
重
修
す
。
そ
の
出
来

に

よ
る
と
当
山
八
世
と
あ
り
、
中
興

よ
り
の
歴
世
数
と
思
わ
れ
る
が
、

中
興
の
年
月

つ
ま
び
ら
か
な
ら
す
。

神
奈
川
宿

（も
と
神
奈
川
区
酸
河

町
）
に
、
将
軍
家

の
宿
泊
所
を
建

●
す
。
そ
れ
ま
で
は
当
山
が
、
家

康
、
秀
忠
、
幼
少
の
頃

の
家
光
ら

の
宿
泊
所
と
な
る
。

二
月
、

幕
府
、
「三
宝
院
法
度
」を

制
定
す
。
当
山
、
古
談
林
。

大
坂
夏

の
陣
。

幕
府
、
「諸
宗
諸
本
山
諸
法
度
」を

五

年

（
一
六

（

八

年

（
．
六

ヽ

l‐

八
年

′し

和

　

元
年

＾

九

年

（
三

ハ
　
・四

）

お

）
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元
和
　
１
年
●

六

Ｉ
（
）

制
定
す
。

当
山
、
あ
ら
た
め
て
醒
醐
三
宝
院

の
直
木
寺
と
な
り
、
木
寺

・
門
徒

寺
二
十
五
か
寺
を
擁
す
。

幕
府
、
家
康
の
病
平
癒
を
諸
寺
に

命
す
。
当
山
、
幕
府

の
祈
願
所
と

し
て
祈
蘭
を
修
す
。

家
康
歿
。
七
十
五
歳
。

諸
宗
僧
侶

の
位
階
を
制
定
す
。

同
十
年

の
二
国
に
わ
た

っ
て
諸
宗

本
山
末
寺
帳
を
提
出
す

（現
存
）。

参
勤
交
替
制

の
確
立
。

寺
社
奉
行
所
設
置
さ
る
。

幕
府
、
宗
門
改
役
を
置
き
、
宗
門

人
別
帳
を
作
る
。

寺
精
制
度

の
確
立
。

「寛
永

の
大
飢
饉
」。
当
山
周
辺
も

疲
弊
す
。

幕
府
、
年
頭
祝
餞
に
参
Ｌ
す
る
寺

院
を
制
限
す
。
当
山
は
慣
例
と
し

て
毎
年
二
月
五
日
に
参
Ｌ
す
。

五
月
十
三
日
、
当
山
梵
鐘
新
鏡
す
。

銘
文

に
「秀
整
」法
印
の
名
刻
き
る
。

幕
府
「生
類
憐
み
の
令
」
布
告
す
。

当
山
、
古
跡
寺
院
、
古
談
林
。

庶
民
生
活

一
応
安
定
し
、
庶
民
信

仰
隆
昌
す
。

六
月
、
権
現
山
山
上
、
逐
次
崩
壊

す
。
熊
野
三
社
人
権
現
を
当
山
境

内
に
遅
座
し
．
旧
地
に
小
祠
を
奉

安
す
。
石
の
鳥
居
を
建
立
。

紀
州

・
徳
川
吉
宗
、
八
代
将
軍
と

十
九
年

■

七
三
四
）

享
和
　
三
年
（
一
八
〇
三
）

享
保

六
年

（
一
七
二

〓

文
化
　
九
年

（
一
八

一
二
）

文
政
　
四
年

（
一
八
二

一
）

六
年

（
一
八
二
三
）

な
り
「享
保
の
人
改
革
」を
行
う
。

十

一
月
十
五
日
、
喜
連
川
前
左
衛

門
尉
の
信
施
に
よ
り
、
境
内
に
世

継
大
師
像
造
立
す
。

弘
法
大
師
九
〇
〇
年
忌
。
「真
言
寺

院
法
筵
を
設
く
」
「
武
江
年
表
し
。

江
戸
府
内
に

、
弘
法
大
師
八
十
八

か
所
霊
場
巡
拝
」
設
け
ら
る
。
こ
れ

を
機
に
各
地
に
巡
拝
路
設
置
き
る
。

「
天
明
の
大
飢
饉
」
始
ま
る
。

弘
法
大
師
九
五
〇
年
忌
。
真
言
宗

各
寺
院
、
大
法
会
を
修
行
す
。

六
月
、
一
門
木
議
定
連
印
書
』を
提

出
す
（当
山
所
蔵
）。

十

一
月
四
日
、
「保
土
ヶ
谷
、
神
奈

川
大
地
震
」
起
こ
る
。
当
山
の
鐘

楼
堂
が
開
壊
し
、
万
治
二
年

⌒
一

六
五
九
）
露
造
の
梵
鐘
が
破
壊
す
。

早
害
に
よ
り
神
奈
川
宿
大
凶
作
。

神
奈
川
に
大
凰
害
。
特
に
神
奈
川

宿
周
辺
各
村
の
被
害
甚
大
。

「金
川
砂
子
」
上
梓
き
る
。
当
山
、

熊
野
三
社
大
権
現
の
挿
絵
、
略
縁

起
を
記
載
す
。

「寺
社
書
上
」を
提
出
す
。
「木
寺
八

か
寺
、
門
徒
寺
十

一
か
寺
」
と
の

記
載
あ
り
。

二
月
八
日
、
高
野
山
光
思
寺
桜
地

院
三
―
四
世
・責
仁
阿
閣
梨
よ
り
、

当
山
へ
興
教
大
師
（党
螢
）画
幅
が

寛
永
　
四
年

（
一
六
二
七
）

八
年

（
一
六
三

一
）

十
二
年

■

六
二
五
）

十
七
年

（
三
ハ
四
〇
）

十

八
年

（
一
六

四

一
）

元
禄
年
中

（
一
六
八
八

～
七
〇
三
）

正
徳
　
一
．年

（
一
七

一
二
）

承
応
　
元
年

↑

六
■
１
）

万
治
　
一
．年
（
一
六
五
九
）

七
年
●

八
二
四
）

貞
享
　
四
年
（
一
六
八
七
）

●

保

　

元
年

■

し

一
六

）

生
暦
十
三
年

（
一
七
六
三
）

天
明
　
二
年

（
一
七
八
二
）

四
年

（
十
七
八
四
）

―

年

↑

八

二
七

）

人
保

　

四
年

●

八

１

１

）

寄
贈
さ
れ
る
。

二
年

（
．
八
三
四
）

弘
法
人
師

一
、
〇
〇
〇
年
忌
。真
言
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宗
各
寺
院
法
会
を
修
行
す
。

斉
藤
月
琴
「江
戸
名
所
図
会
」
を
Ｌ

梓
。
当
山
、
熊
野
三
社
大
権
現
の

記
述
あ
り
。

凶
作

に
よ
り
餓
死
者
多
数
。
当
山

周
辺
も
例
に
も
れ
す
。

九
月
、
大
議
院
憲
壽
法
印

（道
本

に
入
）
よ
り
、
当
山
憲
住
法
印
あ

て
に
、自
銀
五
十
枚
」
の
寄
進
受
く
。

五
月
十
日
、
二
ｔ
院
家
跡

・
称
名

院
を
兼
帯
し
、
「院
室
兼
帯
寺
院
」

と
な
る
。

五
月
十
七
日
、
醍
醐
寺
座
主
よ
り
、

当
山
本
尊
宝
前

へ
、
菊
桐
紋
章
附

紫
幕
、
提
灯
、
金
紋
挟
箱
等

が
寄

贈
さ
れ
、
当
山
歴
代
僧
に

「赤

代
乗
輿
」
を
許
さ
る
。

十
月
、
梵
鐘
を
再
鋳
す
。

安
政
　
一
一年
（
一
八
五
五
）

十
月
二
日
、
安
政
の
大
地
震
。

四
年

↑

八

五

七

）

神
奈
川
宿
．
全
漱
四
十
二
家
．
半

濱
九
十
三
家
。
滝
の
川
沿
い
の
当

山
附
近
被
害
甚
大
■
被
害
書
上
し
。

憲
壽
法
印
（道
本
上
人
）当
山
に
お

い
て
示
寂
し
、
当
山
に
葬
る
。

当
山
、
憲
毒
法
印
（道
本
上
人
）
の

法
流
を
つ
た
う
と
い
う
。

十
月
、
当
山
諸
堂
宇
建
立
す
。

一
月
七
日
、
神
奈
川
宿
火
災
。
熊

野
三
社
大
権
現
類
焼
す
。

徳
川
幕
府
崩
壊
。

新
政
府
、
神
仏
分
離
令
を
布
達
す
。

全
国
に
廃
仏
毀
釈
運
動
広
ま
る
。

天
保
　
八
年
（
一
人
三
七
）

弘
化
　
一
一年
（
一
八
四
五
）

嘉
永
　
五
年

⌒
一
八
五
二
）

慶
応
　
元
年

（
一
八
六
五
）

四
年

⌒
一
人
六
八
）

（明
治
元
年
）

網 バ

明
治
　
四
年
■

八
し
ご

十

一
年

⌒
´
八
七
八
）

舟
六
年
■

九

‥
し

舟

八
年

■

九

■

五

）

社
寺
上
地
令
の
発
布

（社
寺
領
地

の
没
収
）。
廃
寺
、
無
住
寺
続
出
。

宗
門
人
別
帳
、
寺
請
制
度
廃
止
。

真
言
宗
、
新
義
・古
義
に
分
立
す
。

当
山
、
新
義
（智
山
）
派
に
属
す
。

末
寺
の
吉
祥
寺
を
現
在
地
に
移
転

し
、
当
山
こ
れ
を
兼
務
す
。

日
露
戦
争
終
る
。庶
民
信
仰
隆
昌
。

多
摩
川
八
十
八
所
弘
法
人
師
霊
場

巡
拝
設
置
（現
・玉
川
八
十
八
所
）。

当
山
、
庫
裡

・
客
殿
を
再
建
す
。

関
東
大
震
災
。
当
山
、
本
堂

・
庫

裡

・
客
殿

・
鐘
楼
堂
倒
壊
す
。

「家
康
公
手
折
り
の
梅
」枯
死
す
。

現
代
の
梅
樹
は
三
代
目
。

七
月
、
鐘
楼
堂
再
建
。

太
平
洋
戦
争
始
ま
る
。

露
座
の
大
六
阿
弥
陀
仏
像
、
梵
鐘

を
供
出
す
。

五
月
、
当
山
、
空
襲
禍
に
よ

っ
て

諸
堂
宇
す
べ
て
灰
儘
と
帰
す
。

八
月
、
太
平
洋
戦
争
終
わ
る
。

十
月
、
庫
裡
再
建
す
。

七
月
、
本
堂
再
建
。

十
月
、
山
門
建
立
。

十

一
月
、
本
堂
落
慶
供
秦
修
行
。

客
殿
再
建
。

弘
法
大
師
生
誕
「
二
〇
〇
年
記
念

と
し
て
修
行
大
師
像
建
立
す
。

弘
法
人
師

〓

一
五
〇
年
御
連
忌
供

養
塔
の
建
立
。

当
山
開
創
九
〇
〇
年
を
迎
え
る
。

大
正
　
五
年

（
一
九

一
六
）

十
二
年

（
一
九
二
三
）

昭
和
　
一
一年

（
一
九
二
七
）

三
年

（
一
九
二
八
）

十
六
年
（
一
九
四

一
）

十
八
年

（
一
九
四
三
）

ｒ
年

二

九

四

″

）

冊
五
年
（
一
九
六
〇
）

軍

二
年

⌒
一
九
六
七
）

軍

三
年

二

九
六
八
）

四
十
四
年

⌒
一
九
六
九
）

四
十
九
年

（
一
九
七
四
）

五
十
九
年

（
一
九
八
四
）

六
■
年
（
一
九
八
七
）
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金
蔵
院
へ
の
径

金
蒙
院
を
訪
れ
る
に
は
Ｊ
Ｒ
京
浜
東
北
線

・
東

神
奈
川
駅
か
、
京
浜
急
行
電
鉄

・
仲
木
戸
駅
か
ら

歩
く
の
が

一
番
わ
か
り
や
す
い
。

京
浜
急
行
電
鉄
の
線
路
の
東
側
の
道
を
、
横
浜

方
向
に
向
か
っ
て
歩
け
ば
二
分
は
ど
の
と
こ
ろ
だ
。

山
門
は
閉
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
か
ら
、
東
側

の
通
用
門
か
ら
入
る
と
い
い
。
南
に
面
し
て
本
堂
・

客
殿
と
庫
裡
が
並
ん
で
い
る
。

本
堂
は
昭
和
四
十
二
年
に
再
建
さ
れ
た
も
の
だ

が
、
平
安
時
代
に
開
創
さ
れ
た
旧
刹
と
し
て
の
重

厚
を
雰
囲
気
に
つ
つ
ま
れ
て
い
る
。

本
堂
の
前
方
、
南
を
背
に
し
て
弘
法
大
師
修
行

像
が
安
置
さ
れ
て
い
る
。
昭
和
四
十
九
年
、
弘
法

大
師
の
生
誕
一
、
二
〇
〇
年
を
記
念
し
て
造
立
さ
れ

た
と
い
う
。

山
門
前
の
補
装
さ
れ
た
道
が
、
江
戸
時
代
の
名

所
旧
蹟
を
辿
る
「神
奈
川
宿
歴
史
の
旅
の
道
」。

開
創
い
ら
い
九
〇
〇
年
を
数
え
る
金
蒙
院
に
と

っ
て
、
江
戸
時
代
は
ほ
ん
の
わ
ず
か
な
「時
」
に
す

ぎ
な
い
が
、
家
康
を
は
じ
め
二
代
将
軍
・秀
忠
や
、

三
代
将
軍

・
家
光
が
幼
少
の
こ
ろ
、
金
蔵
院
を
神

奈
川
宿
で
の
宿
泊
所
と
し
、
朱
印
寺
領
地
十
石
を

亭≒
―″

|

金
コ■

_脚R

畠盪
関言
場

賜
っ
て
い
た
。

「神
奈
川
宿
歴
史
の

旅
の
道
」
の
中
で
も
、

旧
蹟
中
の
最
た
る
も

の
と
い
っ
て
も
過
言

で
は
な
い
。

本
堂
に
安
置
さ
れ

る
阿
弥
陀
如
来
さ
ま

に
参
詣
さ
れ
た
い
方

は
、
庫
裡
の
方
へ
声

を
か
け
る
と
い
い
。

ご
住
職
が
留
守
の
と

き
で
も
、
誰
か
が
必

ず
案
内
し
て
く
れ
る
。
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